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中国地方建設記者クラブ

指名停止措置について

中国地方整備局は、建設業法違反行為を行った下記業者について指名停止の措置を行いま
した。

１．指名停止措置業者名及び住所
北芝電機株式会社 福島県福島市松川町字天王原９

２．指名停止措置期間
令和２年９月１８日 ～ 令和２年１０月１７日 （１カ月）

３．指名停止措置の範囲
中国地方整備局管内

４．事実の概要
当該業者は、遅くとも平成２９年から令和元年５月までの間、請け負った建設工事の一部に
おいて、主任技術者を配置すべきところ、資格要件を満たさない技術者を配置した。
このことが、建設業法第２８条第１項第２項に該当するとして、令和２年６月２３日に建設
業許可部局である東北地方整備局長から監督処分（同項に基づく指示処分)を受けた。

５．指名停止措置理由
上記事実は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の別表第２第１３号（建設業法
違反行為）に該当するため、指名停止措置を講ずるものである。

＜工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第２第１３号＞

措 置 要 件 期 間
（建設業法違反行為）
１３ 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法（昭 当該認定をした日から

和２４年法律第１００号）の規定に違反し、工事の請負契 １カ月以上９カ月以内
約の相手方として不適当であると認められるとき。

＜問い合わせ先＞
中国地方整備局 ０８２－２２１－９２３１（ 代表番号 ）：平日・昼間

０８２－５１１－６０６３（ 直 通 ）：平日・昼間

総務部 契約課長 山 根 孝 幸 （内線２５１１）
やま ね たか ゆき

◎総務部 契約課長補佐 佐 々 木 一 （内線２５１４）
さ さ き はじめ

港湾空港部 ０８２－５１１－３９００（ 代表番号 ）：平日・昼間

契約管理官 新 林 健 二 （内線１３０）
にい ばやし けん じ

◎総務部 経理調達課長補佐 尾 久 保 裕 亮 （内線１３２）
お く ぼ ひろ ふさ

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 加 藤 浩 士 （内線２１１７）
か とう こう じ

企画部 環境調整官 後 藤 寿 久 （内線３１１４）
ご とう とし ひさ


